
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
肥
料
の
登
録 
（
農
産
園
芸
環
境
課
）　
　

四

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効  

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　
　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　
　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
四
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

六

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　
　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

七

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

七

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等 

九

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

大
枝　

孝
彰

（
ま
ご
こ
ろ
マ
ッ
サ
ー
ジ
治

療
院
）

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代
二

－

三

－

十
一
渡
正

ビ
ル
一
〇
一

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十

五
日

麻
田　

正
和

（
常
心
接
骨
院
）

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り
台
二

－

三
十
七

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら

次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

目
時　
　

誠

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
下
郡
字
横
捲
八

－

二

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十

六
日

変
更
後

名
取
市
愛
の
杜
一

－

七

－

三
十
四

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
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し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
三
一

サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
未
来

名
取
市
大
手
町
二
丁
目
一
番
三

号
ひ
ま
わ
り
ビ
ル
一
〇
一
号
室

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド

リ
ー
ム
・
ゲ
ー
ト

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
五
六

訪
問
介
護
に
こ
ラ
イ
フ

名
取
市
増
田
六
丁
目
五
番
二
十

四
号

合
同
会
社
に
こ
ラ
イ
フ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
五
年

十
一
月
十
五
日

二　

訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
六
一
五
九
〇
〇
八
五

医
療
法
人
社
団
健
育
会
大
崎
ひ

ま
わ
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン大
崎
市
松
山
千
石
字
亀
田
百
八

十
四
番
地

医
療
法
人
社
団
健
育
会

平
成
二
十
五
年

十
二
月
一
日

三　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
三
一
八

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
万
葉
苑

石
巻
市
茜
平
五
丁
目
一
番
地
七

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
五
〇
〇
九
七
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
か
が
わ

気
仙
沼
市
松
崎
萱
百
三
十
九
番

地
の
一

株
式
会
社
な
か
が
わ

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
四
九

茶
話
本
舗
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
と

り
亭

名
取
市
名
取
が
丘
二
丁
目
一
番

七
号

株
式
会
社
和
光

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
一
七
六

七
ツ
の
森
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
森
ノ
腰

百
三
十
二

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
五
一
六

Ａ
＆
Ｂ
き
む
ら
Ａ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十

二
号

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
Ｋ

Ｋ

平
成
二
十
五
年

十
二
月
十
五
日

〇
四
七
〇
五
〇
〇
九
八
四

リ
ハ
ス
パ
気
仙
沼

株
式
会
社
ア
ド
ベ
ン
ト

平
成
二
十
五
年

気
仙
沼
市
長
磯
大
窪
十
番
地
一

十
二
月
十
五
日

〇
四
七
一
五
〇
二
一
七
九

星
陵
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
華

大
崎
市
古
川
栄
町
三
番
十
号

有
限
会
社
星
陵
介
護
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
五
年

十
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
二
三

シ
エ
ス
タ
プ
ラ
ン　

な
と
り

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目

十
二
番
八
号

医
療
法
人　

一
秀
会

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
一
六
一

古
川
中
央
整
骨
院
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
ア
シ
ス
ト

大
崎
市
古
川
台
町
五
番
二
十
二

号

有
限
会
社
櫻
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
一
八
四

ケ
ア
プ
ラ
ン
七
ツ
の
森

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
森
ノ
腰

百
三
十
二

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
三
一

サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
未
来

名
取
市
大
手
町
二
丁
目
一
番
三

号
ひ
ま
わ
り
ビ
ル
一
〇
一
号
室

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド

リ
ー
ム
・
ゲ
ー
ト

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
五
六

訪
問
介
護
に
こ
ラ
イ
フ

名
取
市
増
田
六
丁
目
五
番
二
十

四
号

合
同
会
社
に
こ
ラ
イ
フ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
五
年

十
一
月
十
五
日

二　

介
護
予
防
訪
問
看
護
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
六
一
五
九
〇
〇
八
五

医
療
法
人
社
団
健
育
会
大
崎
ひ

ま
わ
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン大
崎
市
松
山
千
石
字
亀
田
百
八

十
四
番
地

医
療
法
人
社
団
健
育
会

平
成
二
十
五
年

十
二
月
一
日

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
三
一
八

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
万
葉
苑

石
巻
市
茜
平
五
丁
目
一
番
地
七

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
五
〇
〇
九
七
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
か
が
わ

気
仙
沼
市
松
崎
萱
百
三
十
九
番

地
の
一

株
式
会
社
な
か
が
わ

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
二
七
〇
一
一
七
六

七
ツ
の
森
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
森
ノ
腰

百
三
十
二

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
五
一
六

Ａ
＆
Ｂ
き
む
ら
Ａ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十

二
号

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
Ｋ

Ｋ

平
成
二
十
五
年

十
二
月
十
五
日

〇
四
七
〇
五
〇
〇
九
八
四

リ
ハ
ス
パ
気
仙
沼

気
仙
沼
市
長
磯
大
窪
十
番
地
一

株
式
会
社
ア
ド
ベ
ン
ト

平
成
二
十
五
年

十
二
月
十
五
日

〇
四
七
一
五
〇
二
一
七
九

星
陵
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
華

大
崎
市
古
川
栄
町
三
番
十
号

有
限
会
社
星
陵
介
護
サ
ー
ビ

ス

平
成
二
十
五
年

十
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
三
七
〇

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
五
番
十
六

号

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

二　

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
三
七
〇

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
五
番
十
六

号

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
三
七
四

有
限
会
社
渥
美
材
木
店

多
賀
城
市
笠
神
五
丁
目
十
九

－

十
八

有
限
会
社
渥
美
材
木
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
四
〇
三
四
〇
三
二
一

有
限
会
社
コ
ヅ
カ
薬
局

塩
竈
市
新
富
町
十
七
番
二
十
三

号

有
限
会
社
コ
ヅ
カ
薬
局

平
成
二
十
五
年

十
一
月
三
十
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
一
七

相
互
台
在
宅
介
護
セ
ン
タ
ー

名
取
市
相
互
台
一
丁
目
三
番
地

の
五

ヒ
ー
ロ
マ
イ
ト
リ
ー
株
式
会

社

平
成
二
十
五
年

十
一
月
三
十
日

〇
四
七
二
七
〇
〇
〇
八
七

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
七
峰
荘

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
長
町
七

十
七
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

平
成
二
十
五
年

十
一
月
三
十
日

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
二
〇

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
迫

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
光
ヶ
丘
百

四
十
番
地
の
二

株
式
会
社
宮
城
登
米
広
域
介

護
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
五
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日
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〇
四
七
一
一
〇
〇
三
七
〇

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
五
番
十
六

号

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

二　

介
護
予
防
特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
三
七
〇

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
五
番
十
六

号

有
限
会
社
相
馬
屋
家
具
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
三
七
四

有
限
会
社
渥
美
材
木
店

多
賀
城
市
笠
神
五
丁
目
十
九

－

十
八

有
限
会
社
渥
美
材
木
店

平
成
二
十
五
年

十
一
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録

を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
一

日

第
五
八
一
号

副
産
石
灰
肥
料

天
然
か
き
殻
石
灰

五
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
株

式
会
社

宮
城
県
登
米
市
登
米
町
寺
池

銀
山
六
十
番
地
一

平
成
三
十
一
年

十
一
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

更
新
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
六
年

一
月
二
十
日

第
五
四
一
号

副
産
石
灰
肥
料

東
北
か
き
が
ら
副

産
石
灰

四
八
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

東
和
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
十
六
番
地

平
成
三
十
二
年

一
月
二
十
七
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
㈠　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

名
取
市
閖
上
字
東
須
賀
二
の
二
・
下
増
田
字
屋
敷
二
一
八
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

名
取
市
閖
上
字
東
須
賀
二
の
二
・
下
増
田
字
屋
敷
二
一
八
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
名
取
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

道　

路　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先

か
ら

同
市
北
上
町
十
三
浜
字
狐
谷
地
無
番
地
先
ま

で

前
Ａ
　

六
・
二
〜

 

八
・
〇

一
、
七
一
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
二
〜

 

八
・
五

一
、
七
一
〇
・
〇

　

八
・
〇
〜

 

八
・
五

一
、
八
三
三
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
九
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
四
年

二
月
二
十
一
日

第
五
二
八
号

混
合
有
機
質
肥
料

ス
ー
パ
ー
ネ
オ
有

機
９
２
０

九
・
〇

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

ミ
ズ
ホ
ユ
ー
キ
有
限

会
社

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
魚
崎
北
町
七
丁
目
九
番

十
三
号
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部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
か
ら

同
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

一
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
三
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
三
十
三
号
明
神
町
一
丁
目
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
四
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

石
巻
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
五
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
及
び
河
北
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
及
び
河
北
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

石
巻
市
東
部
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
六
号

　

亘
理
町
か
ら
亘
理
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

亘
理
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

亘
理
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
扇
田
二
十
九
及
び
三
十
の
各
一
部

　

東
松
島
市
川
下
字
響
百
三
十
一
番
八
十
四
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ひ
び
き
工
業
団
地
四
応
急
仮
設
住
宅
三

－

六

 

小
野　

一
正　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
富
谷
町
三
ノ
関
字
坂
ノ
下
百
十
九
番
一

　

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
明
坂
八
十
二
番
四
号

　
　
　
　
　
　
　

宗
教
法
人
エ
ホ
バ
の
証
人
泉
ヶ
丘
会
衆

　
　
　
　
　
　
　

代
表
役
員　

山
崎　

利
弘

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

殺
菌
機　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
一
月
九
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
マ
ル
ゼ
ン　

東
京
都
台
東
区
根
岸
二
丁
目
十
九
番

十
八
号

五　

落
札
金
額　

二
千
六
百
二
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
ア
ベ
キ　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
六
番
六
号

五　

落
札
金
額　

一
千
八
百
三
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
七
日
執

行
の
宮
城
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
医
療
法
人
社
団
泉
翔
会
介
護
老
人
保
健
施
設
泉
翔
の
里
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

介
護
老
人
保
健
施
設
ハ
ー
ト
五
橋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
一
番
五
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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